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業績連動型株式報酬制度に基づく株式の交付に関するお知らせ 
 
三菱ケミカルグループ株式会社（以下「当社」といいます。）は、下記のとおり、2026年 6月 5日

開催の報酬委員会において業績連動型株式報酬制度に基づく株式の交付を行うことを決議し、また、当
社の子会社である三菱ケミカル株式会社（以下「三菱ケミカル」といいます。）は、下記のとおり、2026
年６月９日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度に基づく株式の交付を行うことを決議い
たしましたので、お知らせいたします。 

 
１.交付の概要 
(１)当社 

(1)交付日 2026年 7月 30日 

(2)交付する株式の種類及び株式数 当社普通株式 9,309株 

(3)交付対象者 譲渡制限付株式信託規則に基づく 

(２)三菱ケミカル 

(1)交付日 2026年 7月 30日 

(2)交付する株式の種類及び株式数 当社普通株式 1,747株 

(3)交付対象者 譲渡制限付株式信託規則に基づく 

 
２.交付の目的及び理由 
当社は、2021 年 4 月 27 日開催の報酬委員会において、一定期間の業績目標の達成度に応じて当社

の普通株式を交付することにより、執行役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、
執行役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、執行役と株主の皆様
との一層の価値共有を進めることを目的として、執行役向けに業績連動型株式報酬制度であるパフォー
マンス・シェア・ユニット制度（以下「本制度」といいます。）を導入いたしました。また、当社は、
同様の目的で、2022年より当社の執行役員にも同様の業績連動型株式報酬制度であるパフォーマンス・
シェア・ユニット制度を適用することといたしました。 
なお、2025年 4月以降は、本制度に基づく株式交付について、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受託者

として設定した役員報酬 BIP信託を通じて交付する方法を行うこととしております。 
 
当社は、2023年に当社の執行役又は執行役員であった者について、2023年 4月 1日から 2026年 3

月 31日までの期間を評価期間とする本制度（以下「2023年プラン」といいます。）を適用しておりま
したが、2026年 6月 5日開催の報酬委員会において、2023年プランに基づき当社の普通株式 9,309株
を交付することを決議いたしました。 
また、2023 年に当社の執行役員であり、その後、三菱ケミカルの執行役員となった者については、

2023 年プランの一部を三菱ケミカルが引き継ぎ、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受託者として設定した
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役員報酬 BIP 信託を通じて株式を交付することとしておりましたが、三菱ケミカルは、2026 年６月９
日開催の取締役会において、上記の要件を満たす三菱ケミカルの執行役員に対して、当社から一部を引
き継いだ 2023 年プランに基づき当社の普通株式 1,747 株を交付することを決議いたしました。なお、
三菱ケミカルが交付する株式には、当社又は当社の 100％直接出資国内子会社の取締役、執行役又は執
行役員のいずれの地位も退任するまでの期間、譲渡や担保権の設定その他の処分をすることができない
との譲渡制限を付すこととしております。 
 
<交付する株式数の算定方法の概要> 
当社は、本制度の業績指標として TSR（Total Shareholder Return（株主総利回り））を採用してお

ります。本制度に基づき交付する当社の普通株式の数は、(１)JPX日経インデックス 400の成長率と
の対比により算出される株式数と、(２)ピアグループの TSRとの対比により算出される株式数の合計
数です。なお、計算の基礎となる各執行役の基準交付株式数は上記(１)と上記(２)とで同数とし、それ
ぞれ基準交付株式数の 0％から 200％の範囲で変動します。 
 

(１) JPX日経インデックス 400の成長率との対比により算出される株式数 
基準交付株式数に業績目標達成度に応じて決定される株式交付割合を乗じた数とし、株式交付

割合は、対象期間中の当社の TSRを、同期間中の JPX日経インデックス 400（配当込み指数）
の成長率で除して算出する当社の株式成長率に応じて、次のとおり決定します。 

 
当社の株式成長率 株式交付割合 
50％未満の場合 0％ 

50％以上 200％以下の場合 当社の株式成長率 

200％を超える場合 200％ 

 
(２) ピアグループの TSRとの対比により算出される株式数 

当社と報酬委員会が選定したピアグループ各社の対象期間における TSRを比較して交付する
株式数が算出されるものであり、基準交付株式数に当社の TSRの順位（％ile）に応じて次の算
定式により算定される株式交付割合を乗じた数とします。 
【算定式】 

 
ただし、当社の TSRの％ileが 25％ile未満となった場合には、株式交付割合は 0％とします。 

 
 

以上 
 

株式交付割合 ＝ 当社の TSRの％ile × 2 

お問合せ先 
三菱ケミカル株式会社 

コーポレートコミュニケーション部  
メディアリレーショングループ 

TEL：03-6748-7140 


